
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岩手県地方公務員共闘会議（議長 佐藤淳一岩教組委員長）

は、10月２日県人勧へ向けた交渉の最終局面となる人事委員長

交渉に臨む。これまでの交渉では、月例給・一時金ともにプラ

ス較差あるとしながらも、給与改定・一時金引上げなしの可能

性に言及していること、交通用具利用の70km以上距離区分新

設やガソリン価格の高騰を踏まえた通勤手当や自己負担が増

加している住居手当の改善も具体策を示さず、極めて不満が残

る内容だ。さらに、現給保障対象者への対策は人事委員会とし

ての対応は難しいと責任を放棄する姿勢であり、断じて容認できない。 

地公共闘では、人事委員長交渉に仲間の結集による「座り込み行動」を配置し、切実

な訴えを背景に交渉の押し上げをはかる。県職労でも最大限結集し交渉を支援していく。 

≪これまでの交渉での確認と委員長交渉の課題 ≫ 

要求課題 これまでの経過 交渉課題 

月例給・一時金の

改定 

月例給・一時金ともにプラス較差も、

給料表改定・一時金引上げにならない

可能性もある。 

５年連続の月例給・一時金のプラス改

定を。国と地方との格差解消のため一

時金は＋0.1月の実現を。 

現給保障対策 各任命権者が対応すべきであり、各任

命権者への要請を含めて人事委員会と

しての対応は困難。 

現給保障対象者の切実な要望を踏みに

じる回答であり、人事委員会の姿勢は

責任を放棄したもの。再考を求める。 

                                            （裏面に続く） 
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人事委員会勧告に

向け最終局面！要

求を突き付け改善

勧告実現のため、

県庁座り込み行動

へ結集を！！ 



要求課題 これまでの経過 交渉課題 

通勤手当 通勤実態、ガソリン価格、過去の改定

状況を踏まえ検討。高速道路利用等は

パーク＆ライドは慎重に見極める。 

（全くのゼロ回答） 

70km超の距離区新設、ガソリン価格高

騰を踏まえた改定は不可欠。消極姿勢

を転換させ、改定を実現させなければ

ならない。さらに自己負担を継続させ

る人事委員会の姿勢は許されない。 

住居手当 住宅事情、他県動向を踏まえ検討。人

事院の報告を踏まえ動向を見極める。 

具体的な自己負担額や要望額を示して

も消極姿勢は遺憾。再考を求める。 

専門職種の処遇改

善 

獣医師に関して初任給格付けや初任給

調整手当の他県動向を分析中。 

昨年と全く変わらない姿勢。人材確保

難を踏まえ道筋を示すべき。 

休暇制度の拡充 ４月からの看護休暇拡大を踏まえ、利

用状況を把握し、他県の状況を見なが

ら検討する。 

国の動向を様子見するよりも当県とし

ての支援策の具体化を先行すべき。不

妊治療への支援策の具体化を。 

多忙化・長時間労

働の解消 

民間の労働法制の改正状況（働き方改

革関連法）や国家公務員の時間管理の

状況を踏まえ検討する。 

現場任せの長時間労働是正ではなく、

要員確保や勤務時間管理の徹底など現

場実態を踏まえた対策の具体化を。 

 地公共闘の交渉に向け、県職労では次の集会、座り込み行動に取り組みま

す。課題解決のため職場からの多くの参加をお願いします。 

 

 

１ 日 時  ２０１８年１０月２日(火) １０時００分～  

２ 会 場  岩手県公会堂 大ホール（１０：４０まで） 

       県庁１１階・１０階 エレベーターフロア（１１：００から） 

 ３ 内 容   ９:４０  受付開始  

１０:００  開  会  主催者あいさつ、情勢報告・課題提起、 

各単組決意表明、団結ガンバロー 

１０:４０  閉 会 ･･･県庁へ移動  

 １０:４５  座り込み開始 

１１:００ 交渉団送り出し・人事委員会委員長交渉 

        交渉終了後「結果報告」 

１１:５０ 解散 ※交渉状況により時間がずれ込む場合があります。 

 

 

 人員不足や過重労働等もあり職場環境の悪化からパワーハラスメントなどのハラスメントが発生し

ている職場も少なくありません。ご自身で悩みを抱えてはいませんか？県職労はハラスメント相談を受

け付けています。秘密は厳守します。ご相談の方は本部（電話019-654-5800）または各支部書記局まで。 


